
白子町企業立地奨励条例施行規則 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、白子町企業立地奨励条例（令和５年白子町条例第７号。以

下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（対象業種） 

第２条 条例第２条第２号の規則で定める業種は、統計法（平成 19 年法律第 53

号）第２条第９項に規定する統計基準である日本標準産業分類（以下「産業分

類」という。）に掲げる業種とする。ただし、次に掲げる事業を実施するもの

を除く。 

(１) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和 23 年法律第

122 号）に基づく営業の許可又は届出を要する事業 

(２) 宗教活動又は政治活動を目的とする事業 

(３) 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法

（平成 23 年法律第 108 号）第９条第１項に規定する再生可能エネルギー

発電事業 

(４) 前各号に掲げるもののほか、町長が条例の目的に合致しないと認める 

事業 

（投下固定資産の範囲） 

第３条 条例第２条第６号の規則で定める土地、家屋及び償却資産は、次に掲げ

るものとする。ただし、産業分類に掲げる大分類Ｋ－不動産業、物品賃貸業の

事業の用に供するもの（専ら事務所の用に供するものを除く。）を除く。 

(１) 操業を開始する日前５年以内に取得した土地 

(２) 操業を開始する日前３年以内に建築し、又は取得した家屋 

(３) 操業を開始する日前１年以内に取得した償却資産 

（指定の申請等） 

第４条 条例第７条第１項の規定により指定の申請をしようとする事業者は、

操業を開始する日の 30 日前までに、白子町企業立地奨励措置指定事業者申請

書（別記様式第１号）に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければなら

ない。 

(１) 法人にあっては登記事項証明書及び定款又は規約、個人にあっては住

民票の写し 

(２) 事業の概要を説明する書類 

(３) 事業の位置図及び配置図 

（４） 投下固定資産の取得に係る契約書の写し又はその他取得額を証する書

類 



(５) 正規雇用者の名簿及び雇用保険法（昭和 49 年法律第 116 号）第４条第

１項に規定する被保険者であることを証する書類の写し 

(６) 町税情報確認同意書（別記様式第２号） 

(７) 暴力団排除に関する誓約書（別記様式第３号） 

(８) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類 

２ 条例第７条第２項の規定による通知は、白子町企業立地奨励措置指定事業

者可否決定通知書（別記様式第４号）により行うものとする。 

（奨励金の交付申請等） 

第５条 指定事業者は、奨励金の交付の申請をしようとするときは、次に定め

るところにより町長に申請しなければならない。 

(１) 企業立地奨励金の交付を受けようとする指定事業者は、奨励金の対象

となる各年度において、投下固定資産に係る固定資産税を完納した日の

属する町の会計年度の末日までに、白子町企業立地奨励金交付申請書（別

記様式第５号）を町長に提出しなければならない。 

(２) 雇用促進奨励金の交付を受けようとする指定事業者は、対象事業所が

操業を開始した日から１年を経過した日から 30 日以内に、白子町雇用促

進奨励金交付申請書（別記様式第５の２）を町長に提出しなければならな

い。 

２ 町長は、前項の規定による申請があったときは、これを審査し、奨励金の交

付の可否を決定したときは、白子町企業立地奨励金交付可否決定通知書（別記

様式第６号）又は白子町雇用促進奨励金交付決定通知書（別記様式第６号の２）

により指定事業者に通知するものとする。 

３ 前項の規定による通知を受けた指定事業者は、奨励金の交付を請求しよう

とするときは、白子町企業立地奨励金交付請求書（別記様式第７号）又は白子

町雇用促進奨励金交付請求書（別記様式第７号の２）を町長に提出しなければ

ならない。 

４ 条例第４条第１項の投下固定資産に係る各年度における固定資産税額の収

納額に相当する額に１千円未満の端数があるときは、これを切り捨てるもの

とする。 

（届出） 

第６条 条例第８条の規定による届出は、次の各号に掲げる事由の区分に応じ、

それぞれ当該各号に定める様式によるものとし、当該事由の発生した日から

30 日以内に行わなければならない。 

(１) 条例第８条第１号に規定する事由 白子町企業立地奨励措置指定事業

者変更届（別記様式第８号） 

(２) 条例第８条第２号に規定する事由 白子町企業立地奨励措置指定事業



者操業開始届（別記様式第９号） 

(３) 条例第８条第３号に規定する事由 白子町企業立地奨励措置指定事業

者操業休止・廃止届（別記様式第 10 号） 

２ 前項の届出は、届出の事由を証する書類を添えて行わなければならない。 

（指定の取消しの通知等） 

第７条 町長は、条例第９条第１項の規定により指定を取り消したときは、白子

町企業立地奨励措置指定事業者取消通知書（別記第 11 号様式）により通知す

るものとする。 

２ 町長は、前項の規定により奨励金の交付の決定を取り消したときは、白子町

企業立地奨励金交付決定取消通知書（別記様式第 12 号）により通知するもの

とする。 

３ 条例第９条第２項の規定により奨励金の返還を行うときは、白子町企業立

地奨励金返還通知書（別記様式第 13 号）により通知するものとする。なお、

返還金の額は、次に定める算定方法に算定した額とする。（１千円未満の端数

があるときは、これを切り捨てるものとする。）ただし、同条第１項第３号に

規定する事由に指定を取り消した場合の返還金の額は、交付した奨励金の額

とする。 

操業期間 奨励金返還額の算定方法 

１年以上２年未満 奨励金交付総額に９/10 を乗じた金額 

２年以上３年未満 奨励金交付総額に８/10 を乗じた金額 

３年以上４年未満 奨励金交付総額に７/10 を乗じた金額 

４年以上５年未満 奨励金交付総額に６/10 を乗じた金額 

５年以上６年未満 奨励金交付総額に５/10 を乗じた金額 

６年以上７年未満 奨励金交付総額に４/10 を乗じた金額 

７年以上８年未満 奨励金交付総額に３/10 を乗じた金額 

８年以上９年未満 奨励金交付総額に２/10 を乗じた金額 

９年以上 10 年未満 奨励金交付総額に１/10 を乗じた金額 

（承継の届出） 

第８条 条例第 11 条の規定による届出は、承継の日から 30 日以内に、白子町

企業立地奨励措置指定事業者承継届（別記様式第 14 号）に承継の事実を証す

る書類を添えて行わなければならない。 

（補則） 

第９条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和５年４月１日から施行する。 



（白子町企業誘致条例施行規則の廃止） 

２ 白子町企業誘致条例施行規則（平成３年白子町規則第 10 号）は、廃止する。 

 


